
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２２年７月１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年５月１日 １５時３０分ごろ 

発生場所 熊本県上天草市湯島港８号防波堤北灯台から真方位１１３°１.９５海里

（Ｍ）付近（概位 北緯３２°３５.２′ 東経１３０°２２.１′） 

事故調査の経過  平成２１年５月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 瀬渡船 幸福
こうふく

丸、２.３トン 

 ２９３－３２５８０熊本、個人所有 

  ７.３３ｍ(Lr)×２.３９ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

  ディーゼル機関、１０２.９７kＷ、平成９年１１月 

Ｂ モーターボート さん丸、５トン未満 

２９３－１８１６６熊本、個人所有 

  ６.５０ｍ(Lr)×２.００ｍ×０.５５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４４.１３kＷ、昭和６１年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ４３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６０年６月２０日 

    免許証交付日 平成１６年１０月１８日 

           （平成２２年６月１９日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ７１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年３月３１日 

     免許証交付日 平成２０年６月１１日 

            （平成２６年３月３０日まで有効） 

 死傷者等 負傷 ２人（Ａ船乗客１人、船長Ｂ） 

Ａ 右舷舷側き
．
裂  損傷 

Ｂ 船首及び船底擦過傷 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ１人が乗り組み、瀬渡し客２人を乗せ、上天草市野
の

釜
がま

漁

港に向け帰航を開始した。 

船長Ａは、平成２１年５月１日（金）１５時１７分ごろ湯島港８号防波

堤北灯台（以下「北灯台」という。）から１００°（真方位、以下同

じ。）３５０ｍ付近で、手動操舵により針路を黒島の南方に向く約１１

２°に定め、速力を約８ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）とし、浮

流物を発見しやすいよう船首側の操縦装置の前に立って航行した。 
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船長Ａは、衝突の２分くらい前、燃料節約のため船首部を下げることと

し、船尾機関室囲壁の上に座っていた瀬渡し客２人に船首方に来るよう求

めたところ、１人は船首方に来て船長Ａの左方に立ったが、もう１人が来

ないので左舷後方を気にしていたことから、右舷側から接近するＢ船に気

付かなかった。 

Ａ船は、同一針路、同一速力で航行し、船長Ａは、衝突直前に右舷後方

のＢ船を認めて右舵一杯としたが、１５時３０分ごろ、北灯台から１１

３°１.９５Ｍ付近で、Ａ船の右舷側とＢ船の船首とが衝突し、船尾にい

た瀬渡し客が転倒して左眼瞼裂傷及び頸椎捻挫を負った。 

Ｂ船は、船長Ｂ１人が乗り組み、１５時２５分ごろ北灯台から１５４°

２Ｍ付近で、手動操舵により針路を黒島の西方に向く約０４０°に定め、

速力約１４knで航行した。 

船長Ｂは、釣り場を発進するとき、前方を確認して他船を認めなかった

ことから他船はいないと思い、付近海域は浮流物の多いところであること

から、浮流物を発見しやすいよう、いすに腰をかけて操舵室の右舷側から

体を出して前方の見張りに当たっていたので、左舷側から接近するＡ船に

気付かなかった。Ｂ船は、同一針路、同一速力のまま航行してＡ船と衝突

し、船長Ｂは、胸部打撲を負った。 

衝突後、船長Ａは、海上保安部へ事故を通報し、Ｂ船とともに野釜漁港

に入港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：波浪はなく、事故発生場所付近には微弱な南流があった。 

 その他の事項 Ａ船は、レーダーを装備していたが故障していた。 

Ｂ船は、レーダーを装備していなかった。 

Ｂ船は、以前に事故発生場所付近海域で浮流している竹等に接触してプ

ロペラを曲損したことがあった。 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与

なし 気象・海象の関与 

Ａ船は南東進中、Ｂ船は北東進中、Ａ船とＢ船

が、上天草市天草上島北方沖において、互いに相

手船の接近に気付かずに航行したため、衝突した

ものと考えられる。 

判明した事項の解析

 

船長Ａは、燃料節約のために船首方に来るよう

求めていた船尾の瀬渡し客に注意を払い、左舷後

方を見ていたため、Ｂ船の接近に気付かなかった

ものと考えられる。 

船長Ｂは、浮流物を発見しやすいよう操舵室の

右舷側から体を出して前方の見張りに当たってい

たため、左舷側からのＡ船の接近に気付かなかっ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、天草上島北方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が北東進

中、船長Ａが、左舷後方を見ていて、Ｂ船の接近に気付かず、また、船長

Ｂが操舵室の右舷側から体を出して見張りを行い、左舷側から接近するＡ

船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考え
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られる。 

 




